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新年のご挨拶

謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
は
、
希
望
に
溢
れ
る
新
年
を

お
迎
え
の
こ
と
と
、
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

さ
て
、
昨
年
11
月
の
補
欠
選
挙
を
経
て
町
議

会
は
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

議
員
一
人
ひ
と
り
が
自
覚
を
持
ち
、
町
民
の

皆
様
の
信
頼
と
負
託
に
応
え
、
よ
り
良
い
ま
ち

づ
く
り
に
全
力
で
邁
進
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

本
町
の
輝
か
し
い
発
展
の
た
め
引
き
続
き
ご

支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本
年
が
皆
様
に
と
り
ま

し
て
幸
多
き
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
申
し

上
げ
ま
し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

嘉
島
町
議
会
議
員
一
同
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12月定例会

令和５年　第４回

12月定例会
12月５日～７日

　同意案、条例改正、補正予算など提案された22件全てを原
案のとおり可決しました。また、人事案についても同意し、
議員提出議案１件についても原案のとおり可決しました。

報　告
〇報告第５号　嘉島中学校体育館屋根改修工事請負変更契約の締結について
　・ 公共工事請負契約の変更について、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分した

ので同条第２項の規定により報告するもの

同意した案件
〇同意案第５号　名誉町民の選定について
　・ 荒木泰臣氏を嘉島町名誉町民に選定したいので、嘉島町名誉町民条例第３条の規定により

議会の同意を求めるもの

議案審議　可決・承認した案件

○専決処分の報告並びに承認を求めることについて
　専議第８号　令和５年度嘉島町一般会計補正予算（第５号）
　・ 嘉島町長が辞職されたことにより嘉島町長選挙を執行することになり、緊急性があるた

め、地方自治法179条第１項の規定により専決処分するもの
〇専決処分の報告並びに承認を求めることについて
　専議第９号　令和５年度嘉島町一般会計補正予算（第６号）
　・ 嘉島町議会議員に欠員が生じたので嘉島町議会議員補欠選挙を執行することになり、緊急

性があるため、地方自治法第179条第１項の規定により専決処分するもの
　※　上記２件の財源は、それぞれ予備費を充当
○嘉島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 個人番号を利用する事務に子ども医療費の助成に関する事務を追加するとともに、当該事

務において利用することができる特定個人情報を定めることに伴い、本条例を制定
○嘉島町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部が改正さ

れたことに伴い、本条例を制定
○嘉島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 令和５年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じるため　

（令和６年度から会計年度任用職員に勤勉手当を支給することに伴い、育児休業中の会計
年度職員に対して勤勉手当の支給を行うことができるようにする）

○町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 上記の２件は、令和５年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を

講じるため（給料月額を令和５年４月から0.3%引き上げる）
　　（期末手当は令和５年12月期を現行（1.5月）から0.1月分引き上げる）
○嘉島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 令和５年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じるため　

（給料月額を平均1.1％引き上げる。初任給については、大卒11,000円、高卒12,000円引き上げるなど）
○嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 令和５年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じるため　

（一般職に準ずる。ただし、遡及は行わない。令和６年４月から改定）
　　（勤勉手当を新設し、令和６年度から会計年度任用職員にも勤勉手当の支給が開始される）
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12月定例会

○嘉島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する

法律の施行に伴い、国民健康保険税の改正は、原則令和６年１月１日から施行されるため
　　（出産予定日が属する月の前月から出産の予定日が属する月の翌々月の計４カ月相当分の保険税が減額されるなど）
○ 嘉島町特定教育・保険施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について
　・ 子ども・子育て支援法に基づき内閣府令で定める特定教育・保育施設など子育て支援施設

の運営に関する基準及び関連施行規則が改正されたことに伴うもの
　 （条件として、町から施設型給付費を受けていない園ということで嘉島町では該当園はありません）
○嘉島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○嘉島町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 上記の２件は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正す

る法律が令和６年４月１日から施行されることに伴うもの
○御船町町道の路線認定に伴う承諾について
　・ 道路法第８条第４項の規定によるもの。御船町の町道認定になりますが、一部（始点）が嘉島町

になるため、道路法の規定により嘉島町の承諾が必要となるので、議会の議決を求めるもの
○令和５年度 嘉島町一般会計補正予算（第７号）
　・ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9,526万９千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を72億906万１千円に（ふるさと応援寄付基金積立金3,800万円とふるさと寄付金システム
利用手数料など、放課後児童施設建設工事請負費3,050万８千円、介護基盤緊急整備特例対策事業
補助金3,160万２千円、子ども医療費扶助1,283万８千円、天君農地防災ダム管理負担金565万５千
円、児童生徒用タブレット端末及び教科書改訂に伴う指導用教科書購入費など2,868万７千円）

○令和５年度 嘉島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　・ 既定の歳入歳出予算総額に８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を11億1,124万５千円に

（一般被保険者医療給付費納付金が主なもの）
○令和５年度 嘉島町介護保険特別会計補正予算（第２号）
　・ 既定の歳入歳出予算総額に73万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を９億6,513万円に

（居宅介護福祉用具購入費等が主なもの）
○令和５年度 嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
　・ 既定の歳入歳出予算の総額から32万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を１億6,238

万５千円に（職員手当）
○令和５年度 嘉島町簡易水道事業会計補正予算（第１号）
　・ 収益的支出（水道事業費用）に222万円を追加し、総額を5,466万３千円に（公営企業会計

支援委託料が主なもの）
○令和５年度 嘉島町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　・ 主な建設改良事業（管渠整備）の既定の予定額３億4,081万１千円に補正予定額4,000万円

を追加し業務予定量を３億8,081万１千円に

議員提出議案　可決した案件

○議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 令和５年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じるもの（議

会の議長・副議長・議員の報酬の月額を改正するものなど）

追加議案　同意した案件

○教育委員会の委員の任命について
　・ 教育委員会委員の西田良一氏が令和５年12月６日をもって任期満了となったので、同氏の

再任に同意
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委員会等の構成

総務常任委員会

経済厚生常任委員会

建設常任委員会

上益城消防組合 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 御船地区衛生施設組合

議会運営委員会

広報特別委員会

上益城広域連合議会議員

熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員

（※主たる所管　総務課・企画情報課・税務課・会計室・
教育委員会）

（※主たる所管　農政課・農業委員会・福祉課・
町民保険課）

（※主たる所管　建設課・都市計画課）

（◎：委員長　○：副委員長）

※嘉島町・御船町・甲佐町・山都町
　４町で運営する組合

※嘉島町・益城町・西原村３町村で
　運営する組合

※嘉島町・御船町・益城町・甲佐町
　４町で運営する組合

（※主たる所管　議会の運営・会議規則・委員会の条例）

（※主たる所管　議会広報について調査、編集）

（※主たる所管　上益城郡（５町）の事務事業 嘉島町・
御船町・益城町・甲佐町・山都町）

◎境野　隆文　　　森田　義雄
○木下　　武　　　春日　公和

◎増岡　　司　　　森下　文夫
○穴井　智子　　　園田　義宣

◎満田　和浩　　　川野　伸一
○齊藤　　進

川野　伸一
満田　和浩

森下　文夫
園田　義宣

境野　隆文
齊藤　　進　

◎川野　伸一　　　増岡　　司
○境野　隆文　　　満田　和浩

◎満田　和浩　　　齊藤　　進
○森下　文夫　　　穴井　智子
　増岡　　司　　　木下　　武

森田　義雄　　　増岡　　司

森田　義雄

補欠選挙で２名の議員が当選されました
　嘉島町議会議員の２名が欠員となっていたことに伴い、去る11月19日に実施された
補欠選挙において、春日　公和氏と園田　義宣氏が当選されました。

一部事務組合

春日　公和　議員（63歳）
所属：総務常任委員会

園田　義宣　議員（71歳）
所属：経済厚生常任委員会

　
私
は
、
町
民
の
皆
様
の
意
見
や
、
願
い

の
す
べ
て
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
住
民

と
町
政
の
橋
渡
し
役
に
徹
し
、
正
し
い
こ

と
は
勇
気
を
も
っ
て
取
組
み
ま
す
。
町
の

仕
事
に
町
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
よ
う

話
し
合
う
議
会
を
目
指
し
ま
す
。

　
安
心
安
全
な
未
来
の
嘉
島
町
の
た
め
、

こ
れ
ま
で
の
行
政
経
験
を
活
か
し
社
会
基

盤
の
整
備
に
努
力
し
て
行
き
た
い
。

　
人
と
人
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
、
多

く
の
皆
様
の
意
見
を
拝
聴
し
自
分
自
身
の

成
長
に
活
か
し
て
行
き
た
い
。

　
愚ぐ

公こ
う

移い

山ざ
ん

＝
何
事
も
根
気
強
く
努
力
し

ま
す
。
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町政のここが聞きたい　一般質問

6

上益城郡内のインフルエンザ予防接種費用自己負担額

区分

定期接種 任意接種

65歳以上 ※60歳～
64歳

生後６月～
15歳

16歳～
18歳　

19歳～
59歳　

嘉島町 2,000円 2,000円 全額
自己負担

全額
自己負担

全額
自己負担

益城町 1,000円 1,000円 2,000円 全額
自己負担

全額
自己負担

御船町 1,530円 1,530円 全額
自己負担

全額
自己負担

全額
自己負担

甲佐町 1,800円 1,800円 全額
自己負担

全額
自己負担

全額
自己負担

山都町 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 全額
自己負担

　※心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
　　有する方（身体障害者手帳１級相当）

□
子
ど
も
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
費
用
の
一
部
助
成
と
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
の
任
意
接
種
助
成
は

問
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
た
場

合
、
小
学
校
低
学
年
以
下
の
子
ど

も
は
、
稀
に
、
急
性
脳
炎
を
伴
う
こ
と
が

あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
子
ど
も
の
重
症
化

防
止
と
子
育
て
世
代
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
令
和
３
年
12
月
議
会
で
質
問
し
た

際
、
本
町
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら

検
討
し
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

郡
内
で
は
、
益
城
町
と
山
都
町
が
子
ど

も
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
一
部

助
成
を
実
施
し
て
い
る
が
、
本
町
は
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
は

全
額
公
費
負
担
が
令
和
５
年
度
で
終
了
と

な
り
任
意
接
種
の
場
合
は
、
全
額
個
人
負

担
と
な
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
定
期
接

種
対
象
者
以
外
の
住
民
に
対
す
る
助
成
の

有
無
は
。

答
（
町
民
保
険
課
長
）

感
染
症
対
策
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年

度
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
に
注
力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ

ナ
対
策
で
こ
こ
数
年
流
行
が
抑
え
ら
れ
、

免
疫
を
持
た
な
い
人
が
多
い
こ
と
が
原
因

と
み
ら
れ
る
流
行
が
続
い
て
お
り
、
本
町

の
小
中
学
校
に
お
い
て
も
、
10
月
中
旬
か

ら
学
級
閉
鎖
や
学
年
閉
鎖
が
相
次
い
で
い

る
状
況
で
す
。

流
行
に
備
え
て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
を
接
種
す
る
こ
と
は
、
感
染
後
の

発
症
や
発
症
し
た
場
合
の
重
症
化
を
防
止

す
る
た
め
、
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

例
年
、
任
意
で
接
種
を
受
け
て
い
る
子

育
て
世
帯
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
13
歳
未

満
の
子
ど
も
の
場
合
、
２
回
の
接
種
が
必

要
な
こ
と
か
ら
、
多
子
世
帯
等
の
経
済
的

負
担
が
小
さ
く
な
い
こ
と
も
承
知
し
て
い

ま
す
。

高
齢
者
と
同
様
に
自
己
負
担
額
２
，

0
0
0
円
と
し
て
、
18
歳
以
下
の
方
を
対

象
に
助
成
を
行
い
、
接
種
率
が
60
％
と
仮

定
し
た
場
合
、
５
０
０
万
円
程
度
の
公
費

負
担
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
ほ
か
の

子
育
て
支
援
策
に
優
先
し
て
直
ち
に
導
入

す
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
で
す
が
、
今
後

も
、「
子
ど
も
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
費
用
一
部
助
成
」
の
導
入
に
向
け
て
、

よ
り
具
体
的
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。令

和
６
年
度
以
降
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
、
65
歳
以
上
の
高

齢
者
等
は
定
期
接
種
、
そ
れ
以
外
の
方
に

つ
い
て
は
任
意
接
種
と
す
る
方
向
で
検
討

園田　義宣 議員

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
時
点
で

は
、
国
か
ら
詳
細
な
情
報
が
示
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

接
種
費
用
が
高
額
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
任
意
接
種
に
対
す
る
助
成

の
導
入
は
難
し
い
と
考
え
ま
す
が
、
今
後

も
、
感
染
状
況
や
国
の
動
向
を
注
視
し
て

ま
い
り
ま
す
。
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□
今
後
の
農
業
振
興
は

問
令
和
５
年
４
月
１
日
、
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
改
正
法

が
施
行
さ
れ
、
地
域
の
協
議
に
よ
り
将
来
の

農
地
利
用
の
姿
を
明
確
化
す
る
「
地
域
計
画

（
目
標
地
図
を
含
む
）」
の
策
定
が
法
定
化
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
町
は
、
ど
の
よ

う
な
構
想
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

答
（
農
政
課
長
）

嘉
島
町
の
農
業
は
、
こ
れ
ま
で
国
の
政

策
に
合
わ
せ
、
減
反
政
策
に
対
し
て
は
農

業
者
の
所
得
の
向
上
・
安
定
の
為
「
ブ
ロ
ッ

ク
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
実
施
し
、
経
営

所
得
安
定
対
策
に
お
い
て
認
定
農
業
者
に

対
し
て
の
み
交
付
金
が
支
払
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
に
は
「
農
事
組
合
法
人
か
し

ま
広
域
農
場
」
を
設
立
し
、
兼
業
農
家
の

皆
様
に
も
交
付
金
を
受
け
取
れ
る
よ
う
、

様
々
な
施
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
圃
場

整
備
に
お
き
ま
し
て
も
古
く
か
ら
事
業
に

着
手
し
、
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
水
田
の

基
盤
整
備
率
が
90
％
を
超
え
て
お
り
、
水

田
利
用
率
は
1
8
3
％
と
な
る
ま
で
拡
大

し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
町
内
の
遊
休
農

地
は
7
6
4
ha
中
0
・
17
%
の
1
・
3
ha

に
と
ど
め
る
事
が
出
来
、
こ
れ
に
よ
り
、

県
下
で
も
有
数
の
土
地
利
用
型
農
業
の
先

進
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
年
の

米
と
大
豆
の
生
産
面
積
割
合
は
、
昨
年
ま

で
の
「
５
：
５
」
か
ら
「
３
：
７
」
に
大

幅
に
変
更
し
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
に

対
応
す
る
た
め
の
省
力
化
や
農
家
所
得
の

安
定
化
を
図
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
ご
質

問
に
あ
り
ま
し
た
「
地
域
計
画
の
策
定
」

に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
の
「
地
域
計
画
」

と
は
、
こ
れ
ま
で
守
っ
て
き
た
農
地
を
次

の
世
代
に
引
き
継
ぐ
為
、
持
続
可
能
な
農

業
経
営
を
展
開
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な

計
画
策
定
と
な
り
ま
す
の
で
、
農
業
者
、

農
地
所
有
者
だ
け
で
な
く
、
地
域
に
関
わ

る
町
民
等
、
幅
広
い
関
係
者
と
共
に
一
体

と
な
っ
て
話
し
合
い
を
行
い
、
魅
力
あ
る

農
業
と
農
地
利
用
の
姿
を
明
確
化
し
、
実

現
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
年
の

12
月
ま
で
に
は
、
現
在
担
い
手
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
認
定
農
業
者
を
対
象

と
し
た
担
い
手
協
議
会
を
設
立
し
、
そ
の

協
議
会
で
十
分
な
協
議
を
行
い
、
年
明
け

か
ら
集
落
説
明
会
に
入
る
と
共
に
、
農
業

委
員
、
県
支
援
チ
ー
ム
、
J
A
か
み
ま
し

き
、
各
土
地
改
良
区
、
農
業
会
議
、
そ
の

他
必
要
な
団
体
等
と
入
念
な
話
し
合
い
を

行
い
、
令
和
７
年
３
月
迄
に
は
基
盤
整
備

事
業
も
視
野
に
入
れ
た
「
地
域
計
画
」
を

策
定
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
後
、

将
来
の
嘉
島
町
の
農
業
の
在
り
方
・
農
地

利
用
の
在
り
方
を
示
す
重
要
な
計
画
と
な

り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
に
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
、
答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

森下　文夫 議員

農業者の高齢化、農業離れが進む中、どのように農地・農業を守っていくか、一緒に考えましょう。

地域計画とは
　農業経営基盤強化促進法の改正により、人・農地プランが「地域計画」として
法律に定められました。
　地域計画とは、人・農地プランで示した地域農業の在り方を参考に、おおむね
10年後の地域農業のあり方（守るべき農地はどこか、担い手が利用する農用地の
集積・集約化をどのように実現するか　等）について、農業者や地権者等の話し
合いにより策定するものです。
　地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくか、将来の農地利用を考え
た「目標地図」も併せて作成します。「目標地図」は、地域の農地をどの担い手に
集積・集約するかを表した「農地利用の将来図」となるものです。

現状把握
誰がどこを管理しているのか明確化

（耕作者毎に色分け）

線引き

どこを農地として
守っていくか明確化

守るべき農地を
だれが担うか検討

目標地図
当面目指す姿を明確化
（随時見直し可能）

計画の実現

協議
の場

見直し
ながら
集約を
実現

「地域計画」策定・実現の流れ
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1
で
、
全
国
町
村
平
均
は
96
・
3
で
す
。

（
総
務
課
長
）

【
質
疑
者
】
増
岡
議
員

質
疑
前
歴
換
算
は
行
わ
れ
て
い
る

の
か

答
民
間
企
業
や
、
ほ
か
の
官
公
庁
で

働
い
た
経
験
の
あ
る
者
が
、
本
町

職
員
に
採
用
さ
れ
た
場
合
は
、「
一
般
職
の

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
に
関
す
る

規
則
第
7
条
第
2
項
」
に
基
づ
き
、
経
験

年
数
換
算
表
を
引
用
し
て
、
前
歴
換
算
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

（
総
務
課
長
）

◎
議
案
第
58
号
令
和
５
年
度
嘉
島
町
一
般

会
計
補
正
予
算

【
質
疑
者
】
園
田
議
員

質
疑
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７

号
）
中
、
学
校
管
理
費
に
東

西
小
学
校
の
図
書
費
と
は

答
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
用
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
購
入
費
、
教
科
書
改
訂
に

伴
う
指
導
用
教
科
書
購
入
費
が
主
な
も
の

に
な
り
ま
す
。

（
学
校
教
育
課
長
）

【
質
疑
者
】
園
田
議
員

質
疑
議
案
第
58
号

令
和
５
年
度

嘉
島
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
７
号
）
９
款
）
教
育
費
、
６
項
）
保

健
体
育
費
、
１
目
）
保
健
体
育
費
、
12

節
）
委
託
料

４
，
０
２
１
千
円
の
設
計

業
務
委
託
料
の
内
容
に
つ
い
て

答
嘉
島
町
民
体
育
館
フ
ロ
ア
屋
根
の

雨
漏
り
解
消
の
た
め
の
屋
根
改
修

設
計
業
務
委
託
料
と

し
て
計
上
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

（
社
会
教
育
課
長
）

【
質
疑
者
】
増
岡
議
員

質
疑
介
護
基
盤
緊
急
整
備
特
別
対

策
事
業
補
助
金
と
は

答
こ
の
事
業
は
、
国
、
県
か
ら
の

1
0
0
％
補
助
事
業
で
あ
り
、
美

里
町
に
あ
る
、
社
会
福
祉
法
人
千
寿
会

が
、
現
在
、
御
船
町
に
「
悠
優
み
ふ
ね
」

を
建
築
し
て
お
り
、
そ
の
工
程
の
中
で
、

美
里
町
に
あ
る
「
陽
光
園
」
と
嘉
島
町
に

あ
る
「
悠
優
か
し
ま
」
の
３
つ
の
施
設
の

シ
ス
テ
ム
を
統
一
す
る
た
め
、「
悠
優
か

し
ま
」
で
は
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
P
H
S
対
応

改
善
の
た
め
の
W
i

－

F
i
を
整
備
し
、

見
守
り
セ
ン
サ
ー
等
を
導
入
し
、
介
護
職

員
の
負
担
軽
減
を
は
か
り
ま
す
。

（
福
祉
課
長
）

【
質
疑
者
】
増
岡
議
員

質
疑
児
童
福
祉
費
国
支
出
金
返
還

金
・
児
童
福
祉
費
県
支
出
金

返
還
金
に
つ
い
て

答
こ
の
返
還
金
に
つ
い
て
は
、
国
・

県
か
ら
、
返
還
分
の
納
入
通
知
書

が
送
付
さ
れ
、
そ
れ
に
記
載
さ
れ
た
期
限

ま
で
に
納
付
が
完
了
す
れ
ば
、
延
滞
金
等

は
発
生
し
ま
せ
ん
。

（
福
祉
課
長
）

【
質
疑
者
】
増
岡
議
員

質
疑
一
般
会
計
補
正
予
算
（
子
ど

も
医
療
費
扶
助
）
に
つ
い
て

・
年
間
見
込
額
は
？

・
補
正
額
の
財
源
内
訳
は
？

・
近
年
の
助
成
額
の
推
移
は
？

答
子
ど
も
医
療
費
扶
助
の
予
算
の
補

正
に
つ
い
て
で
す
が
、
当
初
予
算

額
６
７
，
６
５
８
千
円
に
対
し
て
、
10
月

末
時
点
で
４
６
，
４
９
５
千
円
を
支
出
し

て
お
り
、
そ
こ
ま
で
の
実
績
を
基
に
年
間

見
込
額
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
８
０
，
４

９
６
千
円
と
な
っ
た
た
め
、
予
算
不
足
が

見
込
ま
れ
る
１
２
，
８
３
８
千
円
の
増
額

補
正
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
支
払
機
関
に
支
払
う
手
数
料
に
つ

い
て
も
、
同
様
に
不
足
見
込
額
2
6
1
千

円
を
増
額
補
正
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
合

計
額
１
３
，
０
９
９
千
円
の
財
源
は
、
県

補
助
金
が
２
，
９
６
０
千
円
、
一
般
財
源

が
１
０
，
１
３
９
千
円
と
な
り
ま
す
。

近
年
の
助
成
額
の
推
移
で
す
が
、
令
和

２
年
度
が
５
１
，
２
３
１
，
２
４
０
円
、

令
和
３
年
度
が
５
８
，
8
9
3
，
5
8
7

円
、
令
和
４
年
度
が
６
７
，
７
０
６
，
１

８
３
円
と
な
っ
て
お
り
、
増
加
傾
向
が
続

い
て
い
ま
す
。

（
町
民
保
険
課
長
）

【
質
疑
者
】
増
岡
議
員

質
疑
天
君
ダ
ム
の
管
理
負
担
金
の

内
容
は

◎
議
案
第
49
号

町
長
等
の
給
与
及
び
旅

費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

【
質
疑
者
】
増
岡
議
員

質
疑
議
案
第
49
号
の
改
正
内
容
は

答
今
回
の
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、

人
事
院
勧
告
及
び
都
道
府
県
等
の

人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り

ま
す
。

本
条
例
を
改
正
す
る
に
は
、「
嘉
島
町
特

別
報
酬
等
審
議
会
条
例
第
２
条
」
に
、
町

長
は
議
員
報
酬
の
額
並
び
に
町
長
、
副
町

長
及
び
教
育
長
の
給
与
の
額
に
関
す
る
条

例
を
議
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
議
員
報
酬
等
の
額

に
つ
い
て
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の

と
、
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
11
月
13

日
、
当
審
議
会
を
開
催
さ
れ
、
諮
問
案
を

相
当
と
認
め
答
申
い
た
だ
き
ま
し
た
の

で
、
本
定
例
会
へ
上
程
い
た
し
ま
し
た
。

（
総
務
課
長
）

◎
議
案
第
51
号

嘉
島
町
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
質
疑
者
】
増
岡
議
員

質
疑
嘉
島
町
職
員
の
ラ
ス
パ
イ
レ

ス
指
数
は

答
公
務
員
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と

は
、
給
料
月
額
を
同ど

う
い
つ一

の
基
準
で

比
較
す
る
た
め
、
国
家
公
務
員
の
給
料
月

額
を
1
0
0
と
し
た
場
合
の
地
方
公
務
員

の
給
料
水
準
を
示
す
も
の
で
す
。

質
疑
に
あ
り
ま
す
、
嘉
島
町
職
員
の
ラ

ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は
、
令
和
4
年
は
94
・
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令和５年10月13日（金）
出席者：経済厚生常任委員（鍋田・穴井・増岡・森下）
説明者：農政課長・町民保険課技師・町民保険課係長・福祉課長
内　容：①町の農業振興について
　　　　②町民の健康の増進について
　　　　③高齢者及び地域福祉の増進について

まず、農政課長より嘉島町における営農形態の概要、町全域で取組んでいるブロックローテーション
とその効果、日本型直接支払制度について説明を受けました。
今後の課題として、組合員の高齢化によるオペレーターの確保等が困難となり組織運営に支障をきた

す恐れがあるため、今後は若年層の就農確保また、担い手への農地の集積のほか、基盤整備事業も進め
ていく必要があるとのことでした。
次に嘉島町保健事業の概要として、町民保険課母子の健康づくり事業、予防接種事業、青年・壮年の

健康づくり事業、健康づくり活動支援事業、高齢期の健康づくり事業、国保の健康づくり事業等の目的
や事業名、実施時期、実施回数、これまでの実績等について説明を受けました。
最後に福祉課長から介護予防検診（65歳以上・現状を把握していただく）、脳いきいき教室（認知症

予防教室）、ひばりカフェ（認知症カフェ・悩みごとの相談等）について説明を受けました。

経済厚生常任委員会所管事務調査

答
天
君
ダ
ム
は

緑
川
水
系
木

山
川
支
流
矢
形
川
の

洪
水
氾
濫
に
よ
る
湛た

ん

水す
い

被ひ

害が
い

か
ら
熊
本

市
、
御
船
町
、
嘉
島

町
、
及
び
益
城
町
の

農
地
１
，
３
４
０
ha

を
守
る
た
め
、
熊
本

県
が
昭
和
45
年
に
設

置
し
て
お
り
、
設
置

後
50
年
以
上
が
経
過

し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
平
成

11
年
と
平
成
21
年
に

更
新
事
業
を
実
施
し

て
き
ま
し
た
が
、
ダ
ム
躯
体
や
機
械
・
電

気
設
備
の
多
く
が
耐
用
年
数
を
迎
え
て
い

る
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
県
が
令
和
4
年
に
施
設
更
新
の
計
画

策
定
に
向
け
た
基
礎
調
査
に
着
手
し
て
お

り
ま
す
が
、
令
和
5
年
7
月
の
梅
雨
前
線

豪
雨
の
影
響
等
も
重
な
り
、
早
急
な
対
応

が
必
要
と
な
っ
た
為
、
今
回
の
補
正
と
な

り
ま
し
た
。

補
正
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
流
木
撤
去

等
の
追
加
予
算
と
し
ま
し
て
、
１
，
０
５

０
万
円
の
う
ち
嘉
島
町
の
負
担
割
合
19
・

35
％
の
２
，
０
３
１
，
７
５
０
円
、
予
備

エ
ン
ジ
ン
改
修
等
の
事
業
費
２
，
６
０
０

万
円
の
う
ち
嘉
島
町
の
負
担
割
合
13
・
９

３
２
％
の
３
，
６
２
２
，
３
２
０
円
、
を

合
わ
せ
た
合
計
５
，
６
５
４
，
０
７
０
円

の
補
正
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

（
農
政
課
長
）

常任委員会活動報告
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一部事務組合議会報告・主な議会活動

月　日 項　　　　目 場  所  等

１０月  ６日 熊本県町村議会議員研修会（全議員）
（オンライン研修） 役場会議室

１０月  ６日 第２回広報特別委員会（第48号編集会議） 監査委員室

１０月１１日 上益城郡町村議会議長会定例会（森田議長） 益城町

１０月１３日 経済厚生常任委員会所管調査
（鍋田・穴井・増岡・森下） 役場会議室

１０月１７日

主要地方道小川嘉島線道路整備促進期成
会総会
一般国道266号三角・嘉島間整備促進期
成会総会 （森田議長）

甲佐町

１０月１８日 九央道建設促進沿線議会期成会提言活動　
（森田議長）

熊本河川国道
事務所

１０月１９日 例月現金出納検査（増岡議選監査委員） 監査委員室

１０月２１日 熊本県人権教育研究大会上益城地区大会
（全議員）

益城町総合
体育館

１０月２４日
　～２５日

町村監査委員全国研修会
（増岡議選監査委員） 東京都

１０月２７日 九央道西臼杵議会特別委員会要請来庁
（森田議長・川野副議長・境野総務常任委員長） 役場会議室

１０月３０日
～３１日

九央道建設促進沿線議会期成会提言活動
（森田議長） 福岡・東京

１０月３１日 森林・林業・林産業活性化九州大会
（川野副議長・森下） 熊本城ホール

１１月  ２日 令和５年第２回熊本県後期高齢者医療広域
連合議会全員協議会・定例会（森田議長） 自治会館

１１月  ２日 上益城郡議会議員研修会及びスポーツ大会
（全議員） 山都町

１１月  ３日 嘉島町文化祭（全議員） 町民会館

１１月  ６日 嘉島町農業振興地域整備促進協議会
（森田議長） 役場会議室

月　日 項　　　　目 場  所  等

１１月  ６日 令和５年第１回益城、嘉島、西原環境衛
生施設組合議会臨時会（森下） 組合会議室

１１月  ７日 第１回障がい者プラン・福祉計画策定委
員会（森田議長） 役場会議室

１１月１０日 町村議会広報研修会（満田・森下・増岡・
齊藤・穴井・木下） 自治会館

１１月１１日 上益城郡保育研究大会（森田議長） 町民会館

１１月１５日 市町村国民健康保険運営協議会委員等
合同研修会（川野副議長） 熊本城ホール

１１月１６日 例月現金出納検査（増岡議選監査委員） 監査委員室

１１月２４日 議会運営委員会 役場庁議室

１１月２６日 九央道蘇陽五ヶ瀬道路着工式（森田議長） 山都町

１１月２７日
～２９日

上益城郡議長視察研修及び第67回議長
全国大会

宮城県・岩手県
東京都

１２月  ５日
～  ７日

令和５年第４回嘉島町議会定例会・全員
協議会

議場
議員控室

１２月  ９日 第19回人権を考える町民の集い（全議員） 町民会館

１２月１３日 嘉島町都市計画審議会（森田議長・境野・
満田) 役場庁議室

１２月１９日 例月現金出納検査（増岡議選監査委員） 監査委員室

１２月２１日 第１回熊本都市計画区域防災マスター
プラン検討委員会（森田議長） 防災センター

１２月２５日 令和５年第２回御船地区衛生施設組合
議会臨時会（境野・齊藤） 組合議場

１２月２７日 令和５年第３回上益城消防組合議会定例会
（川野・満田） 消防本部議場

１２月２８日 第１回広報特別委員会（第49号編集会議） 監査委員室

主な議会活動（令和５年10月から令和５年12月まで）

益城、嘉島、西原環境衛生施設組合（森下議員）

  議会報告  　令和５年第１回臨時会（令和５年11月６日開催）

  原案のとおり可決しました。

　・財産の取得について（４トンアームロール車）
　　議長選挙があり、森下議員が組合議長に就任しました。

御船地区衛生施設組合（境野議員・齊藤議員）

  議会報告  　令和５年第２回臨時会（令和５年12月25日開催）

  原案のとおり可決しました。

　・御船地区衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
　　議長選挙があり、境野議員が組合議長に就任しました。

上益城消防組合（川野議員・満田議員）

  議会報告  　令和５年第３回定例会（令和５年12月27日開催）

  原案のとおり可決しました。

　・上益城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・上益城消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
　・令和５年度上益城消防組合一般会計補正予算（第３号）について

新組合議長
森下議員

新組合議長
境野議員
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議員研修会

演　題   「少しは化けましたか‼　～創意、熱意の取り組みに学ぶ～」

講　師 　議会広報ファシリテーター・熊本大学客員教授　　越地　真一郎 氏

参加者 　広報特別委員会

場　所 　熊本県市町村自治会館

　去る11月10日（金）町村議会広報研修会が県内を４つのグループに分かれて開催されました。
同一グループの中から、事前にクリニック希望の４町村の議会だよりの評価できる点、気になる
点など意見を集約し、研修時に講師の意見等交え研修しました。
　広報作成のポイントとして、
まずは、わかりやすさと具体
性、次に具体的な成果や取り
組みを挙げ、グラフ等を取り
入れて情報を視覚的に伝える
こと、住民の声を取り入れ対
話を促進する場を設けること
で、参加意識を高めることが
大切であるとのことでした。
　今後の当町の「議会だより」
作成に活かしていきたいと思
いました。

　令和５年11月２日（木）コロナ
感染症等の影響で４年ぶりに開催
されました。
　最初に清和文楽館内で郡内議員
全員で研修を受けました。
　その後、郡内議員の親睦を深め、
スポーツの振興に資するため親善
スポーツ大会（グラウンドゴルフ）
が行われ嘉島町議員チームは多く
のホールインワンを出すなど皆の
活躍で初優勝しました。

「令和５年度町村議会広報研修会」

　　 令和５年度 上益城郡町議会議員研修会
　　　　　　　　及び親善スポーツ大会（優勝）

講師の　越地　真一郎　氏



　宮本正治さんは、２年前から西村神社の宮総代を
されており清掃や宮座まつりなど神社の管理運営に
日々ご尽力いただいています。
　また、地域の行事にも沢山のご協力をいただいて
います。

　今の楽しみは？
天草の御所浦で釣りをすることです。
最近はチヌ（黒ダイ）40㎝を釣りました。
また、散歩をすることです。一日一万歩歩いてい
ます。

Q
A

宮本　正治 さん　72歳　西村地区
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嘉
島
町
議
会
広
報

第
49
号

発
行
・
嘉
島
町
議
会

嘉
島
町
役
場

議
会
事
務
局
〒
８
６
１-

３
１
９
２

熊
本
県
上
益
城
郡
嘉
島
町
上
島
５
３
０

☎
０
９
６-

２
３
７-

５
５
２
５

再生紙を使用しています。

※次の議会は、３月に開催予定です。
議会の傍聴は議会当日に手続きすれば、どなたでも傍聴できます。お問い合わせは、議会事務局まで。（237-5525）

委
員
長

満
田
和
浩

副
委
員
長

森
下
文
夫

委
　
　
員

増
岡

司

委
　
　
員

齊
藤

進

委
　
　
員

穴
井
智
子

委
　
　
員

木
下

武

発
行
責
任
者

  

議　
　

長

森
田
義
雄

編
集
後
記

みんなのフォトコーナー・地域からこんにちは

みなさんからの写真を募集しています
議会事務局に写真を持参いただくか、メールの場合は、写真を添付し氏名、コメントを入力のうえ
gikai@town.kashima.kumamoto.jpまで送信してください。

昨
年
、
議
員
に
当
選
し
広

報
委
員
と
な
り
、
今
ま
で
、

３
回
ほ
ど
広
報
誌
の
発
行
に

携
わ
り
ま
し
た
。

11
月
に
は
、
熊
本
県
町
村

議
会
広
報
研
修
会
に
参
加
し
、

そ
の
中
で
、
優
秀
な
広
報
誌

の
特
徴
と
し
て
、
住
民
と
共

に
考
え
る
姿
勢
の
徹
底
、
秀

で
た
企
画
力
、
編
集
力
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
私
た

ち
広
報
委
員
も
、
町
民
の
皆

さ
ん
か
ら
、
期
待
さ
れ
る
広

報
誌
の
作
成
を
と
毎
回
考
え

て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
の
、
御
意
見

な
ど
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

（
齊
藤
）

去る12月28日嘉島町消防団による年末警戒実施
（写真は、第３分団第１部　上島）

嘉島町文化センター文化祭で
レクリエーションダンスを披露する

受講生の方々（１月13日）


